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別表 今後５年間に講ずる具体的施策 

 

「第２ 公的統計の整備に関する事項」部分 

項 目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期 

(2) 経済構

造 統 計 を

中 心 と し

た 経 済 統

計 の 体 系

的 整 備 の

推進等 

 

Ｐ 経済センサス－活動調査におけるアク

ティビティベースでの事業活動の把握等

について、ＫＡＵ（Kind of Activity Unit）

概念の導入を含めた調査単位も視野に入

れて、関係府省が一体となって検討する。 

総務省、

関係府省 

平成34年度

までに一定

の結論を得

る。 

Ｐ 関連基幹統計の指定の解除・見直しと合

わせ、商業統計調査、サービス産業動向調

査（年次調査）及び特定サービス産業実態

調査を統合し、中間年経済構造統計を作成

するための基幹統計調査として、経済構造

実態調査（仮称。以下同じ）を創設する。 

総務省、

経済産業

省 

平成31年度

から実施す

る。 

Ｐ 経済センサス－基礎調査について、一時

点で把握する統計調査から経常的なプロ

ファイリング活動及びローリング調査に

移行する。 

総務省 平成31年度

から実施す

る。 

Ｐ 工業統計調査について、平成31年度調査

から経済構造実態調査と同時・一体的に実

施する。 

総務省、

経済産業

省 

平成31年度

から実施す

る。 

Ｐ 工業統計調査について、可能な限り早期

に経済構造実態調査に包摂することに向

けて結論を得る。 

総務省、

経済産業

省 

平成34年調

査の企画時

までに結論

を得る。 
Ｐ 経済構造実態調査を中心に工業統計調

査、見直し後の経済センサス－基礎調査等

の結果から、中間年経済構造統計の作成・

提供を開始する。 

総務省、

経済産業

省 

平成32年度

から実施す

る。 

Ｐ 建設工事施工統計調査など事業所母集

団データベースに格納する業種別統計調

査について、共通的な調査事項等を整理・

検討した上で、中間年経済構造統計の作成

に活用する。 

総務省、

関係府省 
平成31年度

から実施す

る。 

Ｐ 中間年経済構造統計において、統計調査

での把握が困難な業種については、可能な

限り早期に行政記録情報の活用を検討す

る。 

総務省、

関係府省 
平成31年度

から実施す

る。 
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項 目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期 

(2) 経済構

造 統 計 を

中 心 と し

た 経 済 統

計 の 体 系

的 整 備 の

推進等 

Ｐ 企業を対象とした統計調査の結果を活

用した地域別（事業所別）の付加価値等の

推計手法を検討する。 

総務省 平成32年度

までに結論

を得る。 

Ｐ 平成33年経済センサス－活動調査や中

間年・ＳＵＴの検討動向を踏まえつつ、経

済構造実態調査の調査事項等の見直しを

検討する。 

総務省、

経済産業

省、関係

府省 

平成34年調

査の企画時

までに一定

の結論を得

る。 
Ｐ サービス産業動向調査の月次調査部分

及び特定サービス産業動態統計調査の整

理・統合に向け、経済構造実態調査の実施

状況も踏まえつつ、可能な限り速やかに検

討を開始する。 

総務省、

経済産業

省、関係

府省 

遅くとも平

成34年末ま

でに結論を

得る。 

Ｐ 経済構造実態調査と、経済産業省企業活

動基本調査、法人企業統計調査、建設工事

施工統計調査、情報通信業基本調査及び中

小企業実態調査等との役割分担、重複是正

等を検討する。 

総務省、

関係府省 

平成34年度

までに一定

の結論を得

る。 

Ｐ 事業所母集団データベースに格納され

る企業対象の統計調査における定義の統

一・共通的に把握すべき調査事項を設定し

た上で、同データベースを活用した企業統

計の提供を推進するとともに、大規模企業

の活動実態を横断的に把握する統計整備

を検討する。 

総務省、

関係府省 
平成34年度

までに一定

の結論を得

る。 

○ 第３次産業活動指数について、作成の基

礎となる関連統計の整備、改善状況等を踏

まえつつ行政記録情報や民間データの活

用も図り、更なる有用性の向上に努める 

経済産業

省 
平成30年度

から実施す

る。 
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項 目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期 

(3) 国民経

済 計 算 及

び 経 済 統

計 の 改 善

に 向 け た

基盤整備・

連携強化 

 

Ｐ 見直し後の経済センサス‐基礎調査に

よるローリング調査の実施や、（独）統計セ

ンターにおけるプロファイリング活動の

実施に向けた取組を進め、事業所・企業や

各種法人等に係る母集団情報の更なる整

備促進を図る。また、平成33年経済センサ

ス‐活動調査の円滑・効率的な実施に向

け、行政記録情報等により新たに捕捉した

事業所等も含めた確認作業を早期に完了

するとともに、プロファイリング活動にお

いて把握する情報や把握方法等に関する

具体的な検討を推進し、その内容を事前周

知する。 

総務省 平成31年度

か ら 実 施

（初回のロ

ーリング調

査は平成32

年年央まで

に実施）す

る。 

 

Ｐ 事業所・企業や各種法人等に係る統計調

査を実施するに当たり、引き続き法人番号

の把握に努め、把握した法人番号を事業所

母集団データベースに登録するとともに、

法人番号を活用した欠測値の補完や集計

の充実等を検討する。 

総務省、

各府省 

平成30年度

から実施す

る。 

Ｐ 農林業センサスにおける一戸一法人・非

法人の組織経営体や、建設業許可事業者名

簿に掲載された企業情報を、事業所母集団

データベースに登録する方向で検討する。 

総務省、

関係府省 

平成30年度

末までに結

論を得る。 

Ｐ 事業所母集団データベースに格納する

統計調査の範囲拡充、法人番号公表サイト

の変更情報や決算等に関する企業の公表

情報等の活用、行政記録情報や民間データ

の活用、レジスター統計4の作成内容につ

いて検討を行い、結論が得られた取組から

順次実施する。 

総務省、

関係府省 

平成30年度

から順次実

施する。 

Ｐ 法人企業統計の母集団名簿と事業所母

集団データベースの企業数等のかい離に

ついて、産業や資本金階級別などの企業属

性ごとにかい離の状況を明らかにすると

ともに、その要因を把握した上で、かい離

を改善するための方策を検討する。 

総務省、

財務省 

平成33年度

末までに結

論を得る。 

Ｐ 専従の役員・労働者等が存在しない法人 総務省 平成30年度

                                                   
4 事業所母集団データベースに格納されたデータを基に、ある時点で集計したもの 
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項 目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期 

等を含めた事業所母集団データベースに

登録する法人・事業所等の情報について、

事業所母集団データベースへの格納方法

や、具体的な母集団情報としての提供を検

討する。 

末までに結

論を得る。 

Ｐ 月次・年次調査の標本抽出に資するた

め、事業所の活動状態を随時更新した母集

団情報の提供を検討する。 

総務省 平成30年度

末までに結

論を得る。 

Ｐ 事業所・企業や各種法人等に係る統計調

査を実施する府省と連携して、年次フレー

ムの更なる活用に向けた課題等を整理し

た上で、統一共通名簿として一層の有用性

を高めるために必要な情報の充実等を検

討する。 

総務省 平成33年度

末までに結

論を得る。 

 ○ 改定した「統計調査における売上高等の

集計に係る消費税の取扱いに関するガイ

ドライン」について、平成31年10月の消費

税率変更及び軽減税率実施後に集計時期

を迎える調査から順次導入・適用に向けた

検討に着手し、引き続き取組の推進・拡大

を図る。 

関係府省 平成30年度

から実施す

る。 

○ 一次統計調査における税抜額記入の導

入について、その導入可否や統一的な取扱

い方針を、平成38年経済センサス‐活動調

査を見据えつつ検討する。 

総務省、

関係府省 

平成 30年度

から実施す

る。 

○ 事業所系調査で把握していない事項に

ついて、企業系調査等を用いて推計する手

法を、関係府省が一体となって検討し、一

定の対応方針を策定することにより、地域

別集計の充実や報告者の負担軽減を図る。 

総務省、

関係府省 

平成 34年度

までに実施

する。 

○ 統計調査における労働者の区分等に関

するガイドラインについて、労働者数を把

握している事業所・企業を対象とする統計

調査全般に適用を拡大するとともに、平成

33年経済センサス – 活動調査の試験調査

や企業ヒアリング等を通じ、雇用契約期間

（無期・有期）の更なる実査可能性に係る

検証・検討を実施した上で、ガイドライン

総務省、

関係府省 

平成 33年経

済センサス

－活動調査

の企画時期

までに実施

する。 
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項 目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期 

改正イメージに沿った改定を図る。 

２ 社会・経

済情勢の変

化を的確に

捉える統計

の整備 

(4)農林水産

関連施策の

推進を図る

ための統計

整備 

◎ 農林業センサスについて、組織経営体の

労働力を家族経営体と統一的に把握する

ことに加え、農業生産関連事業に関する労

働力や青色申告の実施状況の把握などを

検討する。 

農林水産

省 

 

2020 年農林

業センサス

の企画時期

までに結論

を得る。 

 

◎ 農業経営統計調査について、担い手層の

経営収支等のデータの充実を図るため、家

族経営体の小規模層の標本数を削減し、家

族経営体の大規模層及び組織経営体へ重

点化することや、家族経営体において「営

業利益」等企業会計と同様に捉えることな

どを検討する。 

農林水産

省 

平成 31年調

査の企画時

期までに結

論を得る。 

○ 漁業経営調査について、担い手層の経営

収支等のデータの充実を図るため、個人経

営体の小規模層の標本数を削減し、個人経

営体の大規模層及び会社経営体へ重点化

することや、個人経営体において「営業利

益」等企業会計と同様に捉えることなどを

検討する。 

農林水産

省 

平成 31年調

査の企画時

期までに結

論を得る。 

○ 食品流通段階別価格形成調査について、

青果物及び水産物の多様な価格形成の実

態を明らかにするため、（産地）卸売市場を

経由しない流通の把握などを検討する。 

農林水産

省 

次 回 調 査

（平成 30年

度予定）の

企画時期ま

でに結論を

得る。 

○ 木材流通構造調査について、木材の流通

段階別の入荷先ごと及び出荷先ごとの状

況等のデータに関して、数量だけでなく、

新たに金額の把握などを検討する。 

農林水産

省 

次 回 調 査

（平成 30年

度予定）の

企画時期ま

でに結論を

得る。 



12 
 

項 目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期 

◎ 2015年農林業センサスのうち、法人形態

の農林業経営体の調査結果について、平成

28 年経済センサス‐活動調査の結果を利

用し、他産業からの農業への参入状況や、

農林業と農林業以外の産業との連携状況

等を把握・分析するための統計作成に向け

た検討を推進し、結論を得る。 

農林水産

省 

平成 31年度

までに結論

を得る。 

◎ 農業経営統計調査の調査対象区分につ

いて、様々な形態の経営体における農業構

造の実態をより正確かつ的確に把握する

ため、有識者へのヒアリングや他調査の結

果等を活用して多方面から検討し、見直し

に向けた結論を得る。 

農林水産

省 

平成 34年調

査の企画時

期までに結

論を得る。 

◎ 農業経営統計調査の調査事項である「ほ

場間の距離」及び「団地への平均距離」に

ついて、平成 30 年度に取りまとめる「平

成 29 年産」以降の調査結果と生産コスト

との関係性を分析・精査した上で、本調査

事項の見直しの必要性を検討する。 

農林水産

省 

平成 34年調

査の企画時

期までに結

論を得る。 

◎ 作物統計調査の主産県調査対象品目に

ついて、主産県と非主産県の作付面積と収

穫量の増減割合の比較等の検証・検討を実

施した上で、主産県と非主産県の動向が著

しく異なる検証結果が得られた場合、他の

推計方法の採用を検討するなど推定値の

精度向上を図る。 

農林水産

省 

全国調査を

実施したも

のから順次

実施する。 

◎ 木材統計調査については、燃料用チップ

等を含めた木材の消費・生産から流通・加

工までの一貫した情報の提供に向け、木材

流通統計調査や他の木材関連調査等から

得られる結果を含めた総合的な統計表の

作成・提供について、森林・林業施策の利

活用及び統計利用者ニーズを踏まえつつ、

検討に着手する。 

農林水産

省 

 

平成 30年度

から実施す

る。 

(5) 環境・エ

ネ ル ギ ー

関 連 施 策

の 展 開 を

○ 廃棄物等循環利用量実態調査について

は、更なる精度向上に向け、廃棄物等の把

握方法の精緻化について引き続き検討す

る。 

環境省 平成 30年度

から実施す

る。 
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項 目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期 

図 る た め

の 統 計 整

備 

○ エネルギー消費統計について、時系列安

定化やデータの精緻化のための各種見直

しの効果の持続性等の検証を行うととも

に、基幹統計化についての結論を得ること

をはじめとして、産業・業務部門のエネル

ギー消費に関する統計の体系的な整備の

促進を図る。 

資源エネ

ルギー庁 

平成 34年度

までに結論

を得る。 

(6) 交通関

連 施 策 に

必 要 な 統

計の改善  

◎ 自動車輸送統計調査について、精度向上

を図る観点から、平成 29 年度に実施する

予備的調査、他の輸送統計及び行政記録情

報の活用も含めて分析・検討を促進し、新

たな調査手法による調査を開始する。ま

た、公表の早期化やニーズに応じた公表事

項の充実、品目別輸送量の数値の安定化方

策等について検討し、早期に結論を得る。 

国土交通

省 

平成 32年度

から実施す

る。 

◎ 港湾調査について、オンライン調査や行

政記録情報の活用等を一層推進し、主要港

湾等に限定した速報値を公表することも

含め、公表時期の更なる早期化に努める。

また、ＮＡＣＣＳデータのデータ項目の追

加等の整備状況を踏まえつつ、その更なる

利活用について検討を促進するとともに、

ニーズに即した集計事項の充実について

も検討に着手する。 

国土交通

省 

平成 30年度

から実施す

る。 

(7) 不動産

関 連 統 計

の改善・体

系的整備 

◎ ５年ごとに実施する法人土地・建物基本

調査とその中間年に実施する土地動態調

査について、行政記録情報の活用等による

報告者の負担軽減にも配慮しつつ、フロー

とストックの情報を地域別に把握するこ

とも含め、法人における土地の所有・利用

構造を、より的確に把握する調査を効率的

に実施する方向で検討を促進する。 

国土交通

省 

平成 35年法

人土地・建

物基本調査

の企画時期

までに結論

を得る。 

◎ 我が国の土地所有及び利用状況の全体

像を把握するための統計整備に向け、国民

経済計算の精度向上も視野に入れつつ関

係府省とも連携し、解決すべき課題を整

理・検討する。 

 

国土交通

省 

 

平成 35年法

人土地・建

物基本調査

の企画時期

までに結論

を得る。 
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(8) 観光施

策 の 推 進

に 必 要 な

統 計 の 改

善・充実 

 

○ 既存の観光統計を用いて作成している

地域観光統計について、観光統計を体系的

に整備する観点から、平成 30年（1-3月期

分）から公表する都道府県別の旅行者数・

旅行消費額の推計結果を検証した上で、推

計手法の改善に取り組む。また、地域観光

統計の精度向上に向け、民間データ等の活

用の可能性も含め、関連統計の改善を図る

とともに、クルーズ船利用の拡大等旅行者

の旅行形態の変化に対応した統計の改善

について検討する。 

観光庁 平成 30年度

から実施す

る。 

○ 宿泊旅行統計調査及び旅行・観光消費動

向調査について、上記観光統計の体系的整

備の進捗状況も踏まえ、基幹統計化に係る

結論を得る。 

観光庁 平成 34年度

までに結論

を得る。 

○ 訪日外国人消費動向調査の都道府県別

表章結果について、精度検証を実施した上

で、必要な改善についての結論を得る。 

観光庁 平成 34年度

までに結論

を得る。 

３ グローバ

ル 化 に 対

応 し た 統

計整備・国

際 協 力 等

の推進 

○ ＩＭＦの特別データ公表基準（ＳＤＤ

Ｓ）プラスについて、未対応となっている

四半期の部門別バランスシート、一般政府

収支及び一般政府債務の公表に向け、引き

続き関係省庁等の協力を得つつ検討し、対

応可能な全項目での公表を実現する。 

財務省、

内閣府 

平成 33年４

月までに実

施する。 

○ 統計委員会や各府省との連携を図り、Ｓ

ＤＧｓのグローバル指標の対応拡大に取

り組む。 

内 閣 官

房、総務

省 

平成 30年度

から実施す

る。 

◎ 社会保障費用統計について、ＯＥＣＤ基

準に加え、財源の国際比較が可能となるＥ

Ｕ（ＥＳＳＰＲＯＳ）基準に準拠した統計

の作成について、ＥＵ統計局及び関係府省

の協力を得て検討し、提供を開始する。 

厚生労働

省 

平成 34年度

までに実施

する。 

◎ 社会保障費用統計について、国際基準に

準拠した地方公共団体の社会保障支出の

総合的な把握に向け、社会保障関係費用に

関する調査結果の活用や、単価に基づく推

計等を検討し、改善を図る。 

厚生労働

省 

平成 34年度

までに実施

する。 
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○ 輸出入行動を当該企業の企業特性（外資

比率等）と関連付けた新たな統計を作成す

ることについて、事業所母集団データベー

スと貿易統計データベースにおける法人

番号の登録状況を踏まえた収録情報の接

続の可能性や、個別企業の情報が識別され

ることがないか等といった観点の検討も

含め、その作成の可能性を検証・検討する。

また、貿易統計について、利用者のニーズ

も踏まえつつ、情報提供を充実するなど、

引き続き利便向上に努める。 

財務省、

総務省 

平成 30年度

から実施す

る。 

○ 海外事業活動基本調査について、政府に

おける行政記録情報の提供環境を整える

ための方策の検討状況を踏まえ、その母集

団名簿の適切な作成に向け、行政記録情報

である外国為替及び外国貿易法（昭和 24

年法律第 228号）の届出情報（企業名、住

所等）等の活用方策について検討し、可能

な限り早期に結論を得る。 

経済産業

省 

平成 30年度

から実施す

る。 

○ 統計委員会の知見も活用しつつ、①国際

会議・専門家会合等への積極的な参加・情

報発信、②国際機関等への統計専門家の経

常的な派遣、③発展途上国等を中心とする

諸外国からの統計に関する政府職員の受

入れ、④国連アジア太平洋統計研修所の運

営に対する協力等の取組を一層充実し、国

際貢献の強化を図る。 

各府省 平成 30年度

から実施す

る。 

○ 統計に関する国際比較可能性の更なる

向上を図る観点から、統計委員会を中心に

各府省間の連携を図り、国際機関への情報

発信や国際機関における統計関係の議論・

調整状況などに関する情報共有を強化す

る。 

総務省、 

各府省 

平成 30年度

から実施す

る。 

 


